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【投資者に対する注意事項】  
１ TOKYO PRO Market は、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リス

クを含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Market の上場会社に適用される上場適格

性要件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要

があります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う

必要があります。特に、第一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重に検討す

る必要があります。 
２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」という）第

21 条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる

者）をいう）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事

項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第 27 条

の 34 において準用する法第 22 条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽で

あり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得し

た者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限

りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な

注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いませ

ん。 
３ TOKYO PRO Market における取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引

所金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Market
においては、J-Adviser が重要な役割を担います。TOKYO PRO Market の上場会社は、特定上場有価

証券に関する有価証券上場規程の特例に従って、各上場会社のために行動する J-Adviser を選任する必

要があります。J-Adviser の役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続の

マネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げ

られる TOKYO PRO Market に係る諸規則に留意する必要があります。 
４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項

若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含み

ますが、これらに限られません）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他

の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 
 
第１【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 
 

第２【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次  第 11 期 第 12 期 第 13 期 

決算年月  2023 年３月 2024 年３月 2025 年３月 

売上高 (千円) 211,728 311,399 311,610 

経常利益 (千円) 3,313 6,396 22,989 

当期純利益 (千円) 1,539 4,195 15,394 

純資産額 (千円) 60,782 93,158 108,552 

総資産額 (千円) 137,467 202,816 271,804 

１株当たり純資産額 (円) 175.11 350.75 408.93 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配当額) 

(円) 
－ 
(－) 

－ 
(－) 

－ 
(－) 

１株当たり当期純利益 (円) 5.31 15.95 58.18 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 
(円) － － － 

自己資本比率 (％) 44.2 45.9 39.9 

自己資本利益率 (％) 2.5 5.5 15.3 

株価収益率 (倍) － － － 

配当性向 (％) － － － 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,937 6,396 △ 11,184 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △11,396 △17,964 △ 8,921 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 15,082 47,527 41,290 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 49,300 85,259 106,443 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 27 
(14) 

30 
(12) 

31  
(9) 

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については掲載し

ておりません。 
２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 
３．当社は、2025 年６月 28 日付で普通株式１株につき 200 株の株式分割を行いましたが、第 11 期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産及び１株当たり当期純利益を算定しております。 
４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
５．株価収益率については、当社株式が非上場であるため記載しておりません。 
６．第 11 期から第 13 期の１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。 
７．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、期中の平均人員を（ ）外数で記載しております。 
８．特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第 110 条第５項の規定に基づき、第 13 期（2024 年４月１日

から 2025 年３月 31 日まで）の財務諸表についてフェイス監査法人の監査を受けておりますが、第 11 期から第

12 期の財務諸表については、当該監査を受けておりません。 
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２【沿革】 

当社は、佐渡島を中心とした地域の IT 人材を雇用し、独自のプログラミング・サイバーセキュリティ教

育を施した上で、首都圏を中心とする大手企業に対して、セキュア※1 な Web サイト制作サービス並びにセ

キュリティ保守管理サービスを提供する会社です。 
多くの東京証券取引所上場企業、金融機関をはじめとする大手企業から直接受注し、佐渡島を中心とす

る各事業所にて、業務を実施しています。 
当社の沿革は、次のとおりです。 
 
年月 概要 

2012 年４月 Web サイト制作サービスを事業目的として新潟県佐渡市に当社設立 

2012 年９月 新潟県佐渡市内にて本社移転 

2015 年４月 東京都台東区に東京オフィス開設 

2017 年４月 
Web サイト制作サービスをセキュアな Web サイト制作サービスとして提供開始 
セキュリティ保守管理サービス提供開始 

2019 年５月 群馬県伊勢崎市に群馬オフィス開設 

2021 年５月 J-StartupNIIGATA※2に選定 

2021 年 12 月 鎌倉投信㈱が組成するファンド「創発の莟 1 号投資事業有限責任組合」の投資対象に選定 

2022 年３月 本社第 2 オフィスとして新潟県佐渡市に河原田本町オフィスを開設 

2023 年 11 月 新潟県新潟市中央区に新潟オフィス開設 

2024 年３月 
新潟ベンチャーキャピタル㈱が組成するファンド「地方創生新潟 2 号投資事業有限責任組

合」の投資対象に選定 
2025 年６月 埼玉県本庄市に埼玉オフィス開設 
（注）１．「セキュア」とは、情報セキュリティやコンピュータセキュリティの分野では、ウイルス対策やデータの暗

号化など、一定程度の安全性が確保された状態を確保するためのセキュリティ対策がされている状態を表し

ます。 
２．「J-Startup NIIGATA」とは、経済産業省が 2018 年に開始した J-Startup プログラムの地域版として新潟

発のロールモデルとなるスタートアップ企業群を明らかにし、官民連携により集中的に支援する仕組みを構

築することで、新潟県におけるスタートアップ・エコシステムを強化する取組です。 
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３【事業の内容】 

当社は、IT を通じて「わたしたちが幸せになる」ことをコーポレートミッションに掲げており、この「わた

したち」には株主・経営者・従業員・取引先だけでなく地域社会を含めております。 
地域の IT人材が、地元で自分の目指す生活を送りながら、企業・組織のサイバーセキュリティ強化に貢献し

ていくことを、会社経営の基本方針としております。 
事業セグメントとしては、セキュアな Webサイト制作並びにセキュリティ保守管理事業（以下「セキュアな

Web 制作・保守事業」とします）として単一ですが、業務内容は「セキュアな Web サイト制作サービス」と

「セキュリティ保守管理サービス」に分類されます。 
当社の事業は、この両サービスにおいて、セキュリティ対策の徹底という点で独自性を有していること、セ

キュアな Web サイト制作サービスにて制作した Web サイトを、セキュリティ保守管理サービスにて継続的に

サイバー攻撃から守り続けていることから、競合他社との格差を創造し、IT 業界の状況変化に即応すること

ができております。 
 

セキュアな Web 制作・保守事業 

（１）セキュアな Web サイト制作サービス セキュリティ対策が施された、Web サイト制作、CMS※1カ

スタマイズ、クラウドサーバー実装など 

（２）セキュリティ保守管理サービス Web サイト、CMS、プラグイン※2、ライブラリ※3、ミドル

ウェア※4、OS のアップデート、クラウドサーバーの設定・

運用、WAF※5、IDS※6、IPS※7の設定・運用、インシデン

ト※8発生時の調査、原因の切り分け、対応など 
（注）１．「CMS」とは、「Contents Management System」（コンテンツ管理システム）の略であり、Web サイトの

コンテンツ(テキスト、画像、デザインなど) を、専門的な知識がなくても、簡単に管理・編集・公開できるシ

ステムのことを表します。 
２．「プラグイン」とは、既存のソフトウェアに機能を追加・拡張するためのソフトウェアを表します。CMS（コ

ンテンツ管理システム）などでよく利用されます。 
３．「ライブラリ」とは、プログラム開発において、よく使う機能や処理をまとめたものであり、単独では動作せ

ず、他のプログラムに組み込んで使用するソフトウェアを表します。 
４．「ミドルウェア」とは、OS（オペレーティングシステム）とアプリケーションソフトの間に入り、両者を繋ぐ

役割を果たすソフトウェアを表します。 
５．「WAF」とは、Web アプリケーションファイアウォール（Web Application Firewall）の略称で、Web サイ

トや Web システムをサイバー攻撃から守るためのセキュリティシステムのことです。 
６．「IDS」とは、不正侵入検知システム（Intrusion Detection System）の略称で、ネットワークやシステムへの

不正アクセスや攻撃を検知し、管理者へ通知するセキュリティシステムのことです。 
７．「IPS」とは、不正侵入防止システム（Intrusion Prevention System）の略称で、ネットワークやサーバーへ

の不正アクセスや異常な通信を検知し、遮断するセキュリティシステムのことです。 
８．「インシデント」とは、一般的に、重大な事件や事故に発展する可能性のある出来事や事象を指しますが、情

報セキュリティの分野では、サイバー攻撃とそれによって引き起こされている現象など、コンピュータやネッ

トワークのセキュリティを脅かす事象を表します。 
    
   なお、当社には上記事業を実施する事業部として、開発部及び制作・運営部の２事業部が存在しており

ますところ、各事業部と上記事業・サービスとの関係は次の通りとなります。 
 

事業部と提供サービスの関係 

（１）開発部 主に、セキュアな Web サイト制作サービスを、請負契約で提供しております。 
高度なセキュリティ対策に対応した Web サイト制作・Web システム開発に関す

る専門知識を有しているエンジニアチームです。 
セキュリティ保守管理サービスについても、高度な知見が必要な場合には、制作

運営部のサポートに入ることがあります。 

（２）制作・運営部 主に、セキュリティ保守管理サービスを、準委任契約で提供しております。 
Web サイトの機能面におけるベースとなる各種ソフトウェア（CMS、プラグイ

ン、ライブラリ、フレームワーク、ミドルウェア、OS、クラウドサーバー）の脆
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弱性情報取得、バージョンアップ、セキュリティ設定、脆弱性診断、インシデン

ト対応に特化した専門知識を有しているエンジニアチームです。 
セキュアな Web サイト制作サービスについても、これらの知見を必要とする場合

には、制作・運営部が担当しております。 

 
   
 
（１）セキュアな Web サイト制作サービス 
 

当社は、新潟県、群馬県、埼玉県を中心とした地域の IT 人材を雇用し、独自のコーディング・サイバー

セキュリティ教育を施した上で、首都圏を中心とする大手企業に対して、セキュアな Web サイト制作サー

ビスを提供しております。 
一般的な Web 制作会社の Web 制作サービスにおいては、高度なセキュリティ設計・実装は含まれてお

らず、CMS の機能、プラグインで拡張する機能、レンタルサーバーのサービスの範囲内でのセキュリティ

対策のみが提供されていることが多い状況です。そのため、近年では、Web サイト経由でのサイバー攻撃

による被害が拡大しております。 
このような状況により、Web サイト側のセキュリティ対策の重要性が認識されるようになってきており、

Web サイト制作、サーバー構築段階での高度なセキュリティ対策ニーズが増加し続けております。この社

会的ニーズに応えるべく、攻撃側のロジックを研究・理解した上で対策が施された Web サイト制作サービ

スを提供しております。 
 
基本的な Web サイト制作のフローは下図の通り、「企画・戦略策定」「デザイン」「コーディング」

「CMS の設定・カスタマイズ」「サーバーの設定・構築」という手順で実施されます。 
 

 
 
「CMS の設定・カスタマイズ」をする際には、プラグインと言われる CMS の機能を追加・拡張するた

めのソフトウェアを複数利用することで、CMS のカスタマイズコストを削減する方法が一般的です。特に

WordPress というオープンソースの動的 CMS※9が世界的にも最も使用されています。 
「サーバーの設定・構築」については、サービスがパッケージ化されたレンタルサーバーなどを利用す

ることでコストメリットを優先するケースが多い状況です。 
 

（注）９．「動的 CMS」とは、利用者の操作に応じて Web サーバー経由で DB から情報を取得し、ページを都度生成して

配信する仕組みを採用している CMS です。 
 
当社の Web サイト制作サービスでは、クライアントのご要望に合わせて、次のようなセキュリティ対策

を提供しております。 
 
①CMS を非公開領域に配置 
CMS については、クライアントのご要望に合わせて選定しますが、例えば WordPress のような動的

CMS を要望されている場合、通常であれば Web サーバー（下図の黄色いアイコンの Amazon EC2）を公

開領域に配置する必要がありますが、これを非公開領域に配置することで、セキュリティレベルを格段に

向上させることができます。 
 
②信頼性の高いプラグインの使用 
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プラグインについても、脆弱性情報及び更新頻度を調査した上で問題がないと考えられるものだけを選

定・提案することで、保守管理段階での更新停止を可能な限り避ける設計を心がけています。日本で使用

されている CMS、プラグインの脆弱性情報を網羅的に日々取得し、これをデータベース化している点も当

社の強みとなります。 
 
③脆弱性診断の実施 
コーディング段階では独立行政法人情報処理推進機構（IPA）のルールに従った脆弱性対策を実施した

上で、納品前に脆弱性検査を行ってから納品することを徹底しています。Web 制作会社自体が脆弱性診断

能力を有しているケースは少なく、この点も当社の強みとなります。 
    
   ④総合的な Web セキュリティの提供 

企画・戦略策定段階で、ライブラリ、フレームワーク、ミドルウェア、OS、クラウドサーバー、WAF
（下図「AWS Cloud（東京リージョン）」における赤いアイコンの AWS WAF）、IDS（下図「AWS 
Cloud（東京リージョン）」における赤いアイコンの Amazon GuardDuty）、IPS（AWS WAF の他に、

AWS Shield、AWS Network Firewall など） を適切に設計し、セキュアなネットワーク構成図を策定・

実装することで、高度なセキュリティレベルを実現しております。 
 

 
 

このように、企画・戦略策定を担当するディレクター、フロントエンドエンジニア、バックエンドエン

ジニア、サーバーサイドエンジニアの全行程に関わる担当者が、セキュリティ対策に関する高度な知見を

有し、日々の提案・実装に活用している点が、当社のセキュアな Web サイト制作サービスの特徴となりま

す。 
なお、同サービスは、開発部及び制作・運営部が、それぞれの知見の深さに適合した案件を担当してお

り、売上の割合は直近事業年度における会計データの集計において概ね 1 対 1.13 程度となっております。 
 
（２）セキュリティ保守管理サービス 
 

当社のセキュリティ保守管理サービスは、当社がセキュアな Web サイト制作サービスで制作し、クライ

アントの納品した Web サイトについて、サーバー環境も含めてサイバー攻撃から守り続けていくサービス

です。 
他社が制作した Web サイトについても、事前調査で引き受け可能と判定されればセキュリティ保守管理

サービスを提供しております。 
当社のセキュリティ保守管理サービスの業務内容については、次の３つの業務内容に分類されます。 
 

①脆弱性情報の収集・配信・アップデート業務 
 Web サイトの機能面におけるベースとなる各種ソフトウェア（CMS、プラグイン、ライブラリ、フレー

ムワーク、ミドルウェア、OS、クラウドサーバーなど）の脆弱性情報を日々取得し、これをクライアント



8 

に配信した上で、契約した保守管理時間内でアップレート業務を実施しております。これは、脆弱性を発

見して対応するという、セキュリティ対策の基本業務となります。 
 当社の脆弱性情報の収集体制は、Web 制作分野において、日本で使用されているソフトウェアのほとん

どをカバーできており、かつクライアントへの脆弱性情報に基づく更新提案体制を整えている点で、強み

を有しております。 
 
②IDS・IPS などの設定・運用業務 
 不正侵入を検知し、管理者へ通知するセキュリティシステム（IDS）やネットワークやサーバーへの不

正アクセスや異常な通信を検知し、遮断するセキュリティシステム（IPS）の設定・運用業務を提供してお

ります。 
 サイバー攻撃を含む不正なアクセス・侵入を検知して、遮断・通知をする対策であり、脆弱性を発見し

て対応する業務と組み合わせて提供することで、セキュリティ対策の強度を維持しております。 
 当社の IDS・IPS などの設定・運用業務は、Web 制作分野において、日本で使用されているサーバーの

多くをカバーできており、かつ Web サイトの運用に専門化・最適化された設定情報・知見を、クライアン

トの Web サイトの保守管理に活用している点で強みを有しております。 
 

③インシデント発生時の対応業務 
 インシデント発生前のバックアップ設計・実装業務から、インシデント発生後の調査・原因の切り分

け・対応（復旧）業務まで、ワンストップで提供しております。 
 当社のインシデント対応業務は、クライアントの Web サイト、サーバー環境並びに攻撃ロジックの双方

を熟知した当社スタッフが対応していることで、調査・原因の切り分けから対応までスムーズなサービス

を提供できている点で強みを有しております。 
   

  
（注）10．「対応可能ソフトウェア・サーバー」の詳細における、各ソフトウェア・サーバーの説明は割愛させていただき

ます。 
 
 同サービスは、主に制作・運営部が担当しており、特に、セキュリティアップデートにおいては、ライ

ブラリ、フレームワーク、ミドルウェア、OS、クラウドサーバーの各ソフトウェアが複雑な依存関係を有

しているところ、それぞれ専門家を社内に有する保守管理チームは希少であること、脆弱性情報収集の速

度・精度が高いことから、当社のセキュリティ保守管理サービスの年間解約率は３％程度と非常に低く、

年々契約額が積みあがっている状況です。 
 
経済産業省も我が国のサイバーセキュリティ産業・技術基盤を強化するための包括的な政策パッケージ

である「サイバーセキュリティ産業振興戦略」をとりまとめ、「国内企業の売上高を足下（約 0.9兆円）か

ら 3 倍超（約 3 兆円超）とする」という KPI も掲げていることから、今後、当社のセキュリティ保守管理

サービスは大きな追い風を受けるものと考えております。 



9 

 
（３）顧客企業との契約形態 
 

当社が行う事業の契約形態には、請負契約、準委任契約があります。 
 

1 請負契約 
請負契約は、当社（受託者）が仕事を完成させることを約束し、顧客企業（委託者）がその対価とし

て報酬を支払うことを約束する契約です。 
請負契約は、主に小規模な Web サイト制作サービスにおいて締結される契約で、その業務遂行の指示

や技術者の労務管理等について、原則として請負業者（受託者）が行い、発注者（顧客企業）に完成品

が納品され、検収をした後に、請負人（受託者）へ報酬が支払われるものです。 
当社の従業員だけで仕事を完成するケースもありますが、デザイン会社、Web 制作会社、システム開

発会社に対して、一部業務を再委託（請負契約）するケースもあります。 

 
 

2 準委任契約 
準委任契約は、当社（受託者）が法律行為以外の業務を遂行することを約束し、顧客企業（委託者）

がその対価として報酬を支払うことを約束する契約です。 
準委任契約は、主にセキュリティ保守管理サービス並びに大規模な Web サイト制作発サービスにおい

て締結される契約で、委託者は、受託者の業務遂行方法や働き方に対して指揮命令権を持たず、受託者

は自主的に業務を遂行するものです。 
当社の従業員だけで仕事を完成するケースもありますが、デザイン会社、Web 制作会社、システム開

発会社に対して、一部業務の遂行を再委託（準委任契約）するケースもあります。 
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４【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 
 

５【従業員の状況】 

（１）発行者の状況 
 2025 年７月 31 日現在   

従業員数(人) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(千円) 

30（10） 37 歳７か月 ４年３か月 3,160 
（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、期中の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 
３．当社の事業ドメインはセキュアな Web制作・保守事業の提供として単一セグメントであるため、セグメント

別の記載をしておりません。 
 
（２）労働組合の状況 

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

当社は、セキュアな Web 制作・保守事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりま

せん。 
 

（1） 業績 
当事業年度における我が国経済は、エネルギー価格の落ち着きと米国・アジア向け輸出の回復を背景に、

製造業や観光関連を中心に緩やかな持ち直しを示しています。特に、訪日外国人旅行者数が過去最高を更

新し、サービス業の売上増に寄与しています。 
一方で、輸入インフレと円安の影響で食料品・日用品をはじめとする消費者物価が高騰し、実質所得の

伸び悩みから個人消費は力強さを欠いています。政府は経済対策によるエネルギー補助やデジタル投資減

税を実施しており、賃上げ率も前年を上回っていますが、その効果の浸透には時間を要しています。 
日本銀行は 2024 年 3 月にマイナス金利を解除し金融政策の正常化を開始したものの、緩和的環境は維持

されていることから、半導体・脱炭素関連を中心に設備投資と輸出企業の収益が改善する一方、原材料高

に直面する中小企業は厳しい状況が続いており、景気は緩やかな回復基調を保つ一方、国際情勢や金利動

向による不確実性が残されています。 
 
当社を取り巻く事業環境としては、IT 分野、とりわけ Web アプリケーションの制作・開発、セキュリテ

ィ保守業界においては、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）投資が引き続き拡大し、クラウ

ド移行や SaaS 活用需要が堅調に推移していることから、市場は拡大傾向にあります。 
特に、セキュリティ事故や個人情報漏えいへの社会的関心の高まりから、ゼロトラストを前提とした監

視・脆弱性診断の需要が増加し、セキュリティ保守に関する需要の増加は顕著となっております。 
一方で、慢性的なエンジニア不足は外注費上昇と人材の獲得競争を招き、単価上昇が収益を押し上げる

半面、プロジェクト管理コストの増大や品質確保体制の強化が業界全体の課題となっている他、生成系 AI
の進歩の速さはまさに産業革命に値するレベルであり、単純な Web アプリケーションの制作・開発業務に

ついては単価が低下していくものと分析しております。 
当社としては、楽観的予測に基づいた経営判断をするべきではなく、2025 年以降は、上記ストーリーを

第一想定とした戦略に基づいて経営してまいります。 
 

こうした事業環境の下、当社の第 13 期事業年度（自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日）にお

いては、参入２年目となったビジネスマッチングサービスのコンペにおいて効果的な提案のノウハウを蓄

積するとともに、Web デザインに強みを持つパートナー企業・事業者との連携を拡大したことで、受注確

率は下半期に大幅に改善しました。有名企業の受注実績が積み上がってきたことで、コンペにおいても信

頼度において優位に立てる好循環も生まれつつあります。 
併せて、自社サイトの SEO 対策を一層強化するとともに、内製化を進めることで利益率の向上にも努め

てまいりました。 
利益の確保に努めつつ、リモートによる保守・運用サービスのプラットフォームの開発並びに、Web コ

ーディングにおける作業フローの一部を生成系 AI によって補完する技術ノウハウの研究に取り組むなど投

資も続けております。給与のベースアップにより人材確保の取り組みを進めたほか、2024 年７月には当社

として初となる女性取締役が就任するなど、積極的な登用による多彩な人材育成が実を結びつつあります。 
上半期においては、IT 業界における人材不足からリクルートやヘッドハンティングが想定どおりに進ま

ず、リソース不足によるローンチの遅れが顕著でしたが、下半期に部長交代を含めた組織体制・人員配置

を抜本的に見直したこともあって、業務効率が改善し、事業年度末にはローンチの遅れを相当程度取り戻

すことができました。 
以上の結果、当事業年度における売上高は 311 百万円（前事業年度比 0.1％増）と微増にとどまりました

が、制作に係る外注加工費については前事業年度から大幅減の 82 百万円（前事業年度比 29.8％減）と利益

率が改善した結果、営業利益は３百万円（前事業年度は 11 百万円の営業損失）と３事業年度ぶりに黒字と

なりました。経常利益は 22 百万円（前事業年度比 259.4％増）、当期純利益は 15 百万円（前事業年度比

267.0％増）となりました。 
 

（２）キャッシュ・フローの状況 
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は 106 百万円(前事業年度末比 21

百万円増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下の通りであります。 
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は 11 百万円となりました（前事業年度は６百万円の増加）。この主な要

因は、税引前当期純利益 21 百万円、仕入債務の増加３百万円等により資金が増加した一方で、売上債権

の増加 41 百万円、未払金の減少３百万円等により資金が減少したことによります。 
 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は８百万円となりました（前事業年度は 17 百万円の減少）。この要因は、

有形固定資産の取得による支出３百万円、無形固定資産の取得による支出５百万円により資金が減少し

たことによります。 
 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果獲得した資金は 41百万円となりました（前事業年度は 47百万円の増加）。この主な要

因は、長期借入金の返済による支出８百万円により資金が減少した一方で、長期借入れによる収入 50 百

万円により資金が増加したことによります。 
 
２【生産、受注及び販売の状況】 

当社は、セキュアな Web 制作・保守事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりま

せん。 
当事業年度の生産、受注及び販売の状況を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

 

（１）生産実績 
当社は、生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 
（２）受注状況 

当事業年度の受注状況を示すと、次のとおりです。 

区分の名称 
当事業年度 

（自 2024 年４月１日 
         至 2025 年３月 31 日） 

前年同期比（％） 

開発部（千円） 137,606 106.1 
制作・運営部（千円） 271,375 326.4 

合計 408,982 192.1 
 

（３）販売実績 
当事業年度の販売実績を示すと、次のとおりです。 

区分の名称 
当事業年度 

（自 2024 年４月１日 
         至 2025 年３月 31 日） 

前年同期比（％） 

開発部（千円） 97,205 56.2 
制作・運営部（千円） 210,749 154.1 

その他（千円） 3,655 215.6 
合計 311,610 100.1 

(注）最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
 

相手先 

前事業年度 
（自 2023 年４月１日 

         至 2024 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 2024 年４月１日 

         至 2025 年３月 31 日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社リライフ 49,572 15.9 57,109 18.3 
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３【対処すべき課題】 

文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断したものです。 
 

（１）新規顧客への営業体制の拡充 
新規顧客へのアプローチについては十分な質・量ともに確保出来ており、現在も増加傾向にありますが、

当社の得意分野での企画・提案力の向上が重要課題であると認識しております。 
そのため、研修制度の充実、社内における企画・提案に関するナレッジの標準化、専門家によるディレ

クターへの助言機会の確保等を継続的に実施してまいります。 
 
（２）エンジニア・デザイナーの採用・育成・定着 

当社の事業領域は専門性の高い領域であることから、将来を担う優秀な人材の採用・育成・定着が重要

課題であると認識しております。 
そのため、積極的な採用活動、当社独自制作の e-ラーニング講座の拡充、当社の特長である地域社会に

おけるライフ・ワーク・バランスを重視した多様な働き方の推奨、働き方改革の実践、人事評価制度の整

備・充実、社内 ERP 導入による業務負担の軽減等を継続的に実施してまいります。 
 

（３）セキュリティ保守管理サービスでの標準化、請負化 
セキュリティ保守管理サービスは、現状では準委任契約で実施されておりますが、準委任契約では収益

性が低いことが重要課題であると認識しております。 
そのため、セキュリティ保守管理サービスにおいても、各技術工程を更に標準化することで生産性を高

めると同時に、個別提案に基づく請負契約を増加させることで、セキュリティ保守管理サービスの収益拡

大を実現してまいります。 
 
（４）先端技術への挑戦 

セキュアな Web サイト制作サービスにおいては、近年、生成系 AI による先端技術が業務フローの大幅

な改善を実現しつつあり、この生成系 AI をはじめとした先端技術のナレッジ化、積極的な活用が重要課題

であると認識しております。 
そのため、同業務領域では、情報が十分に公開されていないことで AI が苦手とする、セキュリティ対策

に関するナレッジの増強を進めつつ、一般的なデザイン、コーディング業務に関しては、生成系 AI 等の先

端技術をいち早く取り入れることで、売上及び収益拡大を加速させてまいります。 
 

（５）財務体質の強化 
当社が計画している事業拡大を実現するためには、財務基盤の強化による安定的な資金調達が重要課題

であると認識しております。 
そのため、十分な財務分析の実施及び財務管理体制を構築することで、持続可能な安定した成長を可能

なとする資金調達を行ってまいります。 
 
（６） 管理部門の人材確保 

事業拡大に伴い、経理・総務・法務など横断的にガバナンスを担う管理部門の専門人材を計画的に確保

することが必要であると認識しております。 
会計基準への対応、内部統制の強化、コンプライアンス体制の整備に加え、多様な働き方を支える労務

管理に関する対応力向上が求められており、人材獲得競争は激化しているため、管理部門の人材に関して

も採用戦略と育成施策を継続的に実施してまいります。 
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４【事業等のリスク】 

以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。 
当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努

める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上

で行われる必要があると考えております。 
また、文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断したものであり、実際

の結果とは異なる可能性があります。 
 
（１）人材の確保について 

当社の事業領域は専門性の高い領域であることから、優秀な人材の採用・育成・定着に務めております。 
しかしながら、経済環境の急激な変化や競合他社からの引き抜き等により、顧客企業の求める人材を確

保することが困難となるような状況が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
（２）社会情勢の変化に伴う人件費増加の影響について 

インフレ等の社会情勢の変化を契機とする人件費の増加については、優秀な人材の採用・定着のために

も必要であり、当社においても、生産性の向上及び適切な価格転嫁等で、人件費の増加分以上の収益拡大

への努力を続けております。 
しかしながら、準委任契約で提供されているセキュリティ保守管理サービスにおいては、長期的・継続

的契約であるという特性から迅速な価格転嫁をし難いという特徴があることから、社会的情勢の急激な変

化に価格転嫁が追いつかないような状況が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

（３）競合の増加について 
当社の事業領域は専門性の高い領域ではあり、社内による人材の育成・定着に務めることで Web アプリ

ケーションに関するセキュリティ対策の実務ナレッジを社内に蓄積する努力を続けております。 
しかしながら、大手企業を含めて競合他社が既に存在している上に、競合他社からの引き抜き等にナレ

ッジが流出する等の事情により、十分な受注を確保できなくなったり、あるいは単価の低下に伴い収益性

が悪化した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

（４）技術革新の影響について 
生成系 AI に代表される技術革新は、当社にとって事業拡大の機会であり、積極的な研究・開発を進めて

おります。 
しかしながら、当社の想定を超える革新的な技術・サービスの普及等の理由により、当社における技術

革新への対応が遅れた場合、当社サービスの競争力低下を招くおそれがあり、その結果、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 
 
（５）請負契約について 

当社では、主にセキュアな Web サイト制作サービスにおいて、請負契約に基づくサービスの提供を行っ

ており、契約段階での業務内容の定義、厳密なプロジェクト管理体制の構築並びにサービス品質の維持に

努めております。 
しかしながら、コミュニケーション面、技術面に起因するトラブル等によって納期遅延や納品物の瑕疵

等により、契約解除や損害賠償等が発生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
（６）サイバー攻撃及びクラウドサーバー停止について 

当社では、クライアントの Web アプリケーション及びサーバーに関して、必要十分なセキュリティ対策

を継続的に研究・提供しております。 
しかしながら、クライアントの Web アプリケーション及びサーバーが大規模なサイバー攻撃を受けた場

合には、当社が想定する以上の対応コストが発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
（７）業績の季節変動について 

当社では、特にセキュリティ保守管理サービスに注力していくことで、業績の季節変動を緩やかにする

努力を継続しております。 
しかしながら、セキュアな Web サイト制作サービスにおいては、請負契約となっており、かつ当社クラ

イアントには３月末日決算を採用している大手企業が多いことから、毎年度、３月末日でのローンチを目

指す案件が多い状況です。 
このため、大型案件のローンチが当社年度末である３月末日より遅れることにより、当該年度の業績に
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影響を及ぼす可能性があります。 
 
（８）外注先の確保について 

当社では、主にセキュアな Webサイト制作サービスにおいて、PHPエンジニアの採用・育成・定着に取

り組んでおります。 
しかしながら、現状では、株式会社ナナイロからの仕入高が高い状況が継続しており、株式会社ナナイ

ロが、何らかの理由により、倒産ないし業務停止などが発生した際には、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 
 
（９）経営者への依存について 

当社では、ジェンダーレスな人財の育成と組織体制の確立を課題として認識し、これに取り組んできた

ことから、実際に社内から生え抜きの女性取締役、女性部長が誕生するなど、一定の成果を生み出してお

ります。 
しかしながら、現状では、経営戦略の立案・実行において、代表取締役である榎崇斗への経営依存度が

高いと認識しており、代表取締役に万が一の状況が起こった場合、事業活動の推進と業績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。 
 
（10）配当の未実施について 

当社は、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し、内部留保とのバランスを図りながら、配当

の実施を検討してまいります。 
しかしながら、業績の悪化、財務状況の悪化、今後の事業展開のための資金確保などの経営上の必要性

が発生した場合には、総合的な検討のもと、配当を実施しない可能性があります。 
 
（11）自然災害の発生に伴うリスクについて 

当社は、オフィス自体も各地域に分散設置しており、データ類は異なるリージョンのクラウドに分散バ

ックアップを実施するなど、災害などの緊急事態において、事業を継続させるための体制構築を進めてお

ります。 
しかしながら、巨大地震などの自然災害の発生により、当社の本社が大きな被害を受けた場合や従業員

の多くが被害を受けた場合には、その対応費用が発生することで、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
 
（12）個人情報の管理について 

当社は、顧客情報、従業員、求職者等の個人情報を保持しており、これらの適正な管理を行うために、

個人情報管理規程を定めた上で、統合基幹業務システムによる情報管理の一元化、個人情報の取扱いに関

する従業員教育等を実施しております。 
しかしながら、不測の事態等により個人情報の漏えい等が生じた場合、社会的信用の低下や損賠賠償請

求等が発生することで、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
（13）訴訟について 

当社では、創業から現在まで、訴訟を起こされた実績はございません。 
しかしながら、当社従業員の過失などにより顧客企業に損害を生じさせてしまい、かつ当社と当該顧客

企業との間で合意を形成できない事態が生じた場合等、訴訟を提起された場合には、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 
 
（14）風評等の影響について 

当社は、地域社会をステークホルダーに含めていることを明示しており、各地域にオフィスを設置し、

従業員の採用についても地域人材にフォーカスしております。 
しかしながら、何らかの事象の発生によって、当社に対して不利益となる風評が地域社会に流れた場合

には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
（15）J-Adviser との契約について 

当社は、㈱東京証券取引所が運営を行なっております証券市場 TOKYO PRO Market に上場予定です。

当社では、フィリップ証券㈱を担当J-Adviserに指定することについての取締役会決議に基づき、フィリッ

プ証券㈱との間で、担当 J-Adviser 契約（以下「当該契約」といいます）を締結しております。当該契約

は、TOKYO PRO Market における当社株式の新規上場及び上場維持の前提となる契約であり、当該契約
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を解除し、かつ、他の担当 J-Adviser を確保できない場合、当社株式は TOKYO PRO Market から上場廃

止となります。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は以下

の通りです。 
なお、本発行者情報の公表日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。 

 
 
＜J-Adviser 契約解除に関する条項＞ 

当社（以下「甲」という）が次のいずれかに該当する場合には、フィリップ証券㈱（以下「乙」という）

は J-Adviser 契約（以下「本契約」という）を即日無催告解除することができる。 
①債務超過 

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内に債務超過の状態から脱却

しえなかったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過す

る日（当該１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最

初に到来する事業年度の末日）までの期間（以下この項において「猶予期間」という）において債務超

過の状態から脱却しえなかった場合。但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私

的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うこと

により、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態から脱却することを計画してい

る場合（乙が適当と認める場合に限る）には、２年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して

２年を経過する日（猶予期間の最終日の翌日から起算して１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当

たらないときは、当該１年を経過する日後最初に到来する事業年度の末日）までの期間内）に債務超過

の状態から脱却しえなかったとき。 
なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度

（甲が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度）に係る決算の内容を開示するまでの間

において、再建計画（本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む）を

公表している甲を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のａ及び、ｂに定める書類に基づき行

う。 
ａ 次の(ａ)又は(ｂ)の場合の区分に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に規定する書面 

(ａ) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 
当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証す

る書面 
(ｂ) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を

行う場合 
当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記

載した書面 
ｂ 本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等

が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 
②銀行取引の停止 

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨

の報告を書面で受けた場合 
③破産手続、再生手続又は更生手続 

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲

が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又

は更生手続を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態にな

った場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手

続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当

該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱

う。 
ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づ

かない整理を行う場合 
甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について

困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若

しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決

議を行った場合、甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報

告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙
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が認めた日） 
ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁

済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しく

は弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の 100 分の 10 に相当する額以上である場合に

限る） 
甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日 

④前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則とし

て本契約の解除は行わないものとする。 
再建計画とは次のａないしｃの全てに該当するものをいう。 
ａ 次の(ａ)又は(ｂ)に定める場合に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に定める事項に該当すること。 

(ａ) 甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 
当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものである 
こと。 

(ｂ) 甲が前号ｃに規定する合意を行った場合 
当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。 

ｂ 当該再建計画に次の(ａ)及び(ｂ)に掲げる事項が記載されていること。 
(ａ) 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。 
(ｂ) 前ａの(ａ)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(ｂ)に規定する合意がなされていること

及びそれを証する内容 
ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適

当でないと認められるものでないこと。 
⑤事業活動の停止 

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう）

又はこれに準ずる状態になった場合。 
なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止

した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合に

は当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 
ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の

全部又は一部として次の(ａ)又は(ｂ)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその

効力を生ずる日の 3 日前（休業日を除外する）の日 
(ａ) TOKYO PRO Market の上場株券等 
(ｂ) 上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合 当該合併に係る

新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当該会社が発行者である株券等を当該合併に

際して交付する場合に限る）が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等 
ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会

（普通出資者総会を含む）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会

の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定

を含む）についての書面による報告を受けた日） 
ｃ 甲が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（③ｂの規定の適用を受ける場

合を除く）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。 
⑥不適当な合併等 

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 非
上場会社を子会社化する株式交付、ⅲ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅳ 非上場会社から

の事業の譲受け、ⅴ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅵ 他の者への事業の譲渡、ⅶ 非上場会社と

の業務上の提携、ⅷ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅸ その他非上場会社の吸収合併

又はこれらⅰからⅷまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）を行った場合で、甲が実質的な存続

会社でないと乙が認めた場合。 
⑦支配株主との取引の健全性の毀損 

第三者割当により支配株主が異動した場合（当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当によ

り交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合）において、支配株

主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。 
⑧有価証券報告書ならびに発行者情報等の提出遅延  

甲が提出の義務を有する有価証券報告書ならびに発行者情報等につき、法令及び上場規程等に定める期

間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。 
⑨虚偽記載又は不適正意見等 
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次のａ又はｂに該当する場合 
ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合 
ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって監査意見については

「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によ

るものである場合を除く）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。 
⑩法令違反及び上場規程違反等 

甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。 
⑪株式事務代行機関への委託 

甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託

しないこととなることが確実となった場合。 
⑫株式の譲渡制限 

甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 
⑬完全子会社化 

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 
⑭指定振替機関における取扱い 

甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。 
⑮株主の権利の不当な制限 

株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次の a から g までのいずれかに掲げ

る行為を行なっていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認

める場合、その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。 
a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行す

る買収防衛策（以下「ライツプラン」という）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予

約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主

に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く） 
b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は

不発動とすることができないものの導入。 
c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議

を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行な

っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行す

る場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認める

ときは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式

を発行するものとして取り扱う）。 
d 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の

選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。 
e 上場株券等より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一

個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける

権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう）の発行に係る決議又は決定。 
f 議決権の比率が 300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵

害するおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。 
g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に

係る決議又は決定。 
⑯全部取得 

甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。 
⑰株式売渡請求による取得 

特別支配株主が甲の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合 
⑱株式併合 

甲が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を 1 株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場

合 
⑲反社会的勢力の関与 

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO PRO Market
に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。 

⑳その他 
前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当

と認めた場合。 
 



19 

＜J-Adviser 契約解除に係る事前催告に関する事項＞ 
１. いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手

方は、相当の期間（特段の事情のない限り１ヶ月とする）を定めてその違反の是正又は義務の履行を

書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解

除することができる。 
２．前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができ

る。また、いずれかの当事者から相手方に対し、１ヶ月前に書面で通知することにより本契約を解除す

ることができる。 
３．契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に

通知しなければならない。 
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５【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 
 
６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 
 
７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中における将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において判断したものであります。 
 
（１）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており

ます。この財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用

の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、

過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これ

らの見積りと異なる場合があります。 
 
（２）財政状態の分析 

（流動資産） 
当事業年度末における流動資産の残高は 222 百万円で、前事業年度末に比べ 61 百万円増加しておりま

す。この主な要因は、新規借入れにより現金及び預金が 21 百万円、売掛金が 41 百万円増加したことによ

ります。 
 
（固定資産） 
当事業年度末における固定資産の残高は 49 百万円で、前事業年度末に比べ７百万円増加しております。

この主な要因は、ソフトウエア仮勘定が５百万円増加したことによります。 
 
（流動負債） 
当事業年度末における流動負債の残高は81百万円で、前事業年度末に比べ18百万円増加しております。

この主な要因は、新規借入れにより 1 年以内返済予定の長期借入金が６百万円、買掛金が３百万円、未払

法人税等が４百万円増加したことによります。 
 
（固定負債） 
当事業年度末における固定負債の残高は81百万円で、前事業年度末に比べ34百万円増加しております。

この要因は、長期借入金が 34 百万円増加したことによります。 
 
（純資産） 
当事業年度末における純資産の残高は 108 百万円で、前事業年度末に比べ 15 百万円増加しております。

この要因は、繰越利益剰余金が 15 百万円増加したことによります。 
 

（３）経営成績の分析 
当社グループの経営成績の概況につきましては、「１【業績等の概要】（１）業績」に記載のとおりで

あります。 
 
（４）キャッシュ・フローの分析 

当事業年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・

フローの状況」に記載のとおりであります。 
 
（５）運転資本 

上場予定日（2025 年 10 月 10 日）から 12 か月間の運転資本は、自己資金及び借入による資金調達が可

能であることから十分であると認識しております。 
 
（６）経営者の問題意識と今後の対応について 

「３ 【対処すべき課題】」に記載しております。  
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第４【設備の状況】 

 
１【設備投資等の概要】 

当事業年度の設備投資の総額は 8,921 千円となりました。その主なものは、ソフトウエア開発のための外

注費等です。なお、当社の事業はセキュアな Web 制作・保守事業の単一セグメントであるため、セグメント別

の記載をしておりません。 
 

 
２【主要な設備の状況】 

当社における主要な設備は、次のとおりであります。 
2025 年３月 31 日現在 

事業所名 
（所在地） 設備の内容 

帳簿価額（千円） 

従業員数

（人） 
建物 
及び 
構築物 

土地 
(面積㎡) 

ソフトウ

エア及び

ソフトウ

エア仮勘

定 

その他 合計 

佐渡本社 
（新潟県佐渡市） 本社機能 506 － 19,399 526 20,432 12 

（7） 
河原田本町オフィス 
（新潟県佐渡市） オフィス 10,777 8,700 

(714 ㎡) － － 19,477 8 
（1） 

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、期中の平均人員を（ ）外数で記載しております。 
２．帳簿価額のうち「その他」は車両運搬具、工具、器具及び備品の合計額であります。 
３．佐渡本社の建物は賃貸物件であり、年間賃借料は 2,066 千円であります。 
４．当社の事業ドメインはセキュアな Web 制作・保守事業の提供として単一セグメントであるため、セグメント別

の記載をしておりません。 
 
３【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設等 
当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しておりま

す。 
なお、重要な設備の新設、改修計画は以下のとおりであります。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内

容 

投資予定金額 

資金調達方法 

着手及び完了予定時期 
完成後

の増加

能力 総額 
（百万円） 

既支払額 
（百万円） 着手 完了 

セキュリテ

ィベース河

原田本町 
（新潟県佐

渡市） 

オフィス

増床 50 － 
自己資金、借

入金及び補助

金 
2025 年 10 月 2026 年 4 月 － 

（注）当社の事業ドメインはセキュアな Web 制作・保守事業の提供として単一セグメントであるため、セグメント別の記

載をしておりません。 
 
 
（２）重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 
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第５【発行者の状況】 

 
１【株式等の状況】 

 
（１）【株式の総数等】 

記名・無記

名の別、額

面・無額面

の別及び種

類 

発行可能 
株式総数

（株） 

未発行株式

数 
（株） 

事業年度末 
現在発行数

（株） 
（2025 年３

月 31 日） 

公表日現 
在発行数 
（株） 

（2025 年９

月５日） 

上場金融商

品取引所名

又は登録認

可金融商品

取引業協会

名 

内容 

普通株式 1,160,000 870,000 1,436 290,000 非上場 

権利内容に何ら

限定のない、当

社における標準

となる株式であ

り、単元株式数 
は 100 株であり

ます。 
A 種優先株

式 ― ― 14 － 非上場 （注）２，４ 

計 1,160,000 870,000 1,450 290,000  ― 
（注）１．2025 年６月 13 日開催の取締役会決議により、2025 年６月 28 日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、普通

株式の発行可能株式総数は 1,157,400 株増加し、1,160,000 株となっております。 
２．2025 年６月 27 日開催の定時株主総会及び種類株主総会において定款の一部変更が行われ、A 種優先株式は廃止

されております。これにより、A 種優先株式は普通株式となったため普通株式が 14 株増加し、普通株式の発行

数は 1,450 株となっております。 
３．2025 年６月 13 日開催の取締役会決議により、2025 年６月 28 日付で普通株式１株を 200 株に分割しておりま

す。これにより株式数は 288,550 株増加し、290,000 株となっております。 
４．A 種優先株式の内容は以下のとおりです。 
（Ⅰ）議決権 

A 種優先株式を有する株主(以下「A 種優先株主」という)は、当会社の株主総会において議決権を有しない。 
（Ⅱ）拒否権 

当会社が下記の事項を行うためには、取締役会又は株主総会の決議に加えて、A 種優先株主による種類株主

総会決議を要する。 
①当会社の定款、取締役会規則又は株式取扱規則の変更 
②当会社の代表取締役の選定若しくは解職又はその委任契約の変更、報酬金額の変更 
③当会社の解散の決定、又は当会社の破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立て 
④資本金の額の変更、又はあらゆる種類の株式若しくは新株予約権、新株予約権付社債その他当会社の株式を取

得できる権利等(以下「株式等」という)の創設、発行、又はかかる株式等に転換するあらゆる権利の付与、又は

株式の併合若しくは分割 
⑤減資、あらゆる種類株式に付属する権利の変更、又は当会社の株式等の償還(当該株式等の発行時に予め定めら

れている内容に従って行われる償還を除く)、購入若しくはその他の取得 
⑥合弁、組合、コンソーシアム又はその他の類似の取決めの締結 
⑦株式交換、株式移転、会社分割、全て若しくは重要な部分の事業に関する事業譲渡を含む当会社の会社組織の

変更、当会社の全て若しくは実質的に全ての資産の売却又は当会社の他の会社との合併 
⑧剰余金の処分又はその他の分配金の支払又は承認 
⑨当会社にとって重大な意味を持つ訴訟の開始(当会社の通常の業務において生じる債権の回収、又は、事前の同

意を求めるのが合理的にみて実務的ではない状況下において、当会社の利益のために早急に必要とされる仮差

押命令の申請その他の申請若しくは訴訟(中間的防禦方法を含む。)を除く。)。但し、かかる規定は、当会社に

対し開始された又は当会社が責任を負う訴訟における当会社の防禦又は和解を妨げるものではない。 
⑩新たな子会社の設立又はあらゆる企業体の株式等の取得(資金運用の一部として短期的な投資目的のみにおいて

行われる、持ち分比率 5%を超えない上場会社株式等の取得を除く。) 
⑪上記についての又は上記に関する権限の委譲 

（Ⅲ）金銭を対価とする取得請求権 
A 種優先株主は、以下に定める条件で、当会社に対し、その有する A 種優先株式の全部又は一部を取得する

のと引換えに金銭を交付することを請求することができる。 
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i.1 株あたりの取得対価 
金 25,000 円に(1.65)を乗じた金額 
但し、A 種優先株式につき、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応

じて、A 種優先株式の価値が希薄化しないよう適切に調整される。 
ii.取得請求権を行使することができる期間 

払込期日から 5 年経過後いつでも 
（Ⅳ）普通株式を対価とする取得請求権 

A 種優先株主は、払込期日から 5 年経過後いつでも、当会社に対し、発行済 A 種優先株式の全部又は一部を

取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる。この場合、当会社が A 種優

先株主に対し取得と引換えに交付すべき普通株式の株式数は以下のとおりとする。ただし、交付すべき普通株

式数に 1 株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 
i.A 種優先株主に対し取得と引換えに交付すべき普通株式数 

=A 種優先株主が取得請求に際して提出した A 種優先株式の払込金額の総額÷交付価額 
ii.当初交付価額は以下のとおりとする。 

1 株につき金 25,000 円 
ただし、A 種優先株式及び普通株式につき、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、

その比率に応じて、A 種優先株式の価値が希薄化しないよう適切に調整される。 
（Ⅴ）取得条項 

当会社は、いつでも、取締役会の決議により定める日が到来した時に、A 種優先株式の全部又は一部を取得

することができる。この場合、当会社は A 種優先株式 1 株と引換えに以下に定める条件で算出される金銭を交

付する。 
1 株あたりの取得対価 
金 25,000 円に 1.65 を乗じた金額か、1 株当たり純資産額のいずれか高い金額 
但し、A 種優先株式につき、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じ

て、A 種優先株式の価値が希薄化しないよう適切に調整される。なお、当会社が、A 種優先株式の一部を取得

する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 
（Ⅵ）残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、株主名簿に記載又は記録された A 種優先株主又は A 種優先株式の登

録株式質権者に対し、普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、A 種優先株式 1 株につ

き金 25,000 円(但し、A 種優先株式につき、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、そ

の比率に応じて、A 種優先株式の価値が希薄化しないよう適切に調整される。)(以下「A 種優先残余財産分配額」

という。)を支払う。 
また、A 種優先株主又は A 種優先株式の登録株式質権者に対して A 種優先残余財産分配額の全額が支払われ

た後に、なお残余財産がある場合には、当会社は、A 種優先株主又は A 種優先株式の登録株式質権者に対し、

A 種優先株式 1 株当たり、普通株式 1 株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配をおこなう。 
 
（２）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 
 
（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】 

該当事項はありません。 
 
（４）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。  
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総

数増減数 
(株) 

発行済株式総

数残高 
(株) 

資本金 
増減額 
(千円) 

資本金残高 
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 

(千円) 

2024 年３

月 1 日 
(注)１. 

普通株式 
386 

A 種優先株式 
△386 

普通株式 
1,436 

A 種優先株式 
14 

－ 30,000 － － 

2025 年６

月 27 日

(注)２. 

普通株式 
14 

A 種優先株式 
△14 

普通株式 
1,450 

A 種優先株式 
― 

－ 30,000 － － 

2025 年６

月 28 日

(注)３. 

普通株式 
288,550 

普通株式

290,000 － 30,000 － － 

（注）１．関係株主の同意を得た上で A 種優先株式から普通株式への種類変更が行われ、普通株式が増加し A 種優先株式が

減少したものであります。 
２．A 種優先株式の廃止に伴う普通株式への変更による、普通株式の増加と A 種優先株式の減少となっております。 
３．2025年６月13日開催の取締役会決議により、2025年６月28日付で普通株式１株を200株に分割しております。

これにより株式数は 288,550 株増加し、290,000 株となっております。 
 
（６）【所有者別状況】 

 2025 年７月 31 日現在   

区分 

株式の状況(１単元の株式数 100 株) 
単元未

満 
株式の

状況 
(株) 

政府及

び 
地方公

共 
団体 

金融機

関 

金融商

品 
取引業

者 

その他

の 
法人 

外国法人等 
個人 
その他 計 個人以

外 個人 

株主数(人) － － － ３ － － ８ 11 － 

所有株式数(単
元) － － － 172 － － 2,728 2,900 － 

所有株式数の割

合 
(％) 

－ － － 5.9 － － 94.1 100 － 

（注）１．自己株式 25,400 株は、「個人その他」に 254 単元含まれております。 
２．2025 年６月 28 日付で普通株式１株を 200 株に分割しております。また、2025 年６月 28 日付で定款変更を行

い、100 株を１単元とする単元株制度を導入しております。 
 
（７）【大株主の状況】 

「第三部 【株式公開情報】 第３【株主の状況】」に記載のとおりであります。  
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（８）【議決権の状況】 
① 【発行済株式】 

 2025 年７月 31 日現在   
区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 
議決権制限株式（自己株式

等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式

等） 普通株式       25,400 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   264,600 2,646 

権利内容に何ら限定

のない、当社におけ

る標準となる株式で

あり、単元株式数は

100 株であります。 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 290,000 － － 

総株主の議決権 － 2,646 － 
（注）１．2025 年６月 13 日開催の取締役会決議により、2025 年６月 28 日付で普通株式１株を 200 株に分割を行って

おり、完全議決権株式数（その他）及び発行済株式総数の株式数はそれぞれ 290,000 株となっております。 
２．2025 年６月 28 日付で定款変更を行い、100 株を１単元とする単元株制度を導入しております。 

 
② 【自己株式等】 

2025 年７月 31 日現在 

所有者の 
氏名又は名称 所有者の住所 

自己名義 
所有株式数 

（株） 

他人名義 
所有株式数 

（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式総

数 
に対する所有 
株式数の割合

（％） 
ｔａｎｅ  Ｃ

ＲＥＡＴＩＶ

Ｅ株式会社 

新潟県佐渡市

中興乙 1427 25,400 － 25,400 8.76 

計 － 25,400 － 25,400 8.76 
 
 
（９）【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 
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２【自己株式の取得等の状況】 

 
【株式の種類等】   普通株式 

 
（１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 
 
（２）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 
 
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 
 
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 
最近事業年度 最近期間 

株式数（株） 処分価額の総額 
（円） 株式数（株） 処分価額の総額 

（円） 
引受ける者の募集を行

った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取

得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社

分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
－ － － － 

その他 － － － － 
保有自己株式数 127 － 25,400 － 
（注）2025 年６月 28 日付で普通株式１株を 200 株に分割しております。これにより、自己株式が 25,273 株増加し、

最近期間の保有自己株式数は 25,400 株となっております。 
 

３【配当政策】 

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、持続的な配当の実施

を株主還元の基本と位置づけており、年１回の期末配当を行うことを基本方針としております。 
しかしながら、現時点においては収益力強化及び事業規模拡大のための投資に充当することが、将来の

安定的かつ継続的な株主還元に繋がると考え、当事業年度の配当は行っておりません。 
今後の配当につきましては、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し内部留保とのバランスを

図りながらその実施を検討する所存であります。 
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月 30 日を基準日として中間配当をすることができる」

旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配

当については取締役会であります。 
 
４【株価の推移】 

当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。 
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５【役員の状況】 

 男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率 16.7％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報

酬 

所有 
株式数 

(株) 

代表 
取締役 社長 榎 崇斗 

1974 年 
９月 18 日

生 

2008 年 12 月 
2011 年４月 
 
2012 年４月 
2018 年 10 月 
 

株式会社うぶすな入社 
ヒューマン・キャピタル・コンサルティン

グ株式会社取締役就任 
当社設立・代表取締役就任（現任） 
株式会社リライフ取締役就任 
 

(注)
１ 

(注)
３ 192,000 

取締役 － 金子 佳史 
1979 年 

11 月 15 日

生 

2000 年４月 
2002年11月 
2004年11月 
2005 年９月 
2006 年４月 
2011 年４月 
 
2012 年４月 
2014年10月 
2020 年４月 

株式会社システムドメイン入社 
株式会社グラフィコ アルバイト 
インターリンク株式会社入社 
個人事業主 
合同会社 S.M.A.I.L.設立・業務執行社員就任 
ヒューマン・キャピタル・コンサルティン

グ株式会社入社 
当社設立・取締役に就任 
当社取締役を辞任 
当社取締役へ就任（現任） 

(注)
１ 

(注)
３ 14,000 

取締役 管理部

長 川名 洋平 1983 年 
６月１日生 

2007 年４月 
2022 年４月

2022年10月 

株式会社新潟日報社入社 
当社入社 
当社取締役管理部長へ就任（現任） 

(注)
１ 

(注)
３ － 

取締役 
制作・ 
運営部

長 
安土 祐子 1991 年 

５月７日生 

2011年12月 
2019 年５月 
2022 年６月 
2024 年７月 

ケントス R 株式会社入社 
当社入社 
当社制作・運営部長(現任) 
当社取締役就任（現任） 

(注)
１ 

(注)
３ － 

監査役 － 重松 輝彦 
1970 年 

２月 25 日

生 

1998年11月 
2005年11月 
2012 年８月 
2015 年９月 

 
2016 年２月 

 
2017 年２月 

 
2019 年６月 

 
2019年11月 
2020 年４月 
2020 年５月 

 
2020 年５月 
 

中央青山監査法人入所 
有限責任あずさ監査法人入所 
重松公認会計士事務所開設（現任 
自由が丘税理士法人設立代表社員就任（現

任） 
SVA ホールディングス株式会社 監査役就

任 
株式会社マダム・ヒロ 監査役就任（現

任） 
株式会社あいうえオフィス設立 代表取締

役就任（現任） 
株式会社東京空色 監査役就任（現任） 
当社監査役へ就任（現任） 
佐渡パートナーズ合同会社設立代表社員就

任（現任） 
オンライン経理サポート合同会社設立代表

社員就任（現任） 

(注)
２ 

(注)
３ － 

監査役 － 櫻澤 巧大 
1971 年 

12 月 17 日

生 

2001年10月 
2006年11月 
2012 年１月 
2013 年４月 
2014年10月 
2016 年９月 
2017 年７月 
2018 年７月 
2020 年１月 
2022 年６月 
2023 年５月 
2023 年６月 
2023 年７月 
2025 年３月 
 

中央青山監査法人入社 
有限責任あずさ監査法人入所 
株式会社 AGS コンサルティング入社 
株式会社旅キャピタル入社 
株式会社 AWS ホールディングス入社 
株式会社オプティマスグループ入社 
株式会社ベルテックス入社 
日本パレットレンタル株式会社入社 
株式会社 STI フードホールディングス入社 
櫻澤公認会計士事務所開設（現任） 
株式会社フェイスフル監査役就任 
当社監査役へ就任（現任） 
監査法人薄衣佐吉事務所社員就任（現任） 
合同会社櫻澤会計設立 
代表社員就任（現任） 

(注)
２ 

(注)
３ 800 
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計  206,800 
（注）１．取締役の任期は、2025 年３月期に係る定時株主総会終結の時から 2027 年３月期に係る定時株主総会終結の時ま

でであります。 
２．監査役の任期は、2025 年３月期に係る定時株主総会終結の時から 2029 年３月期に係る定時株主総会終結の時ま

でであります。 
３．2025 年３月期における役員報酬の総額は 27,800 千円を支給しております。 
４．重松輝彦氏、櫻澤巧大氏は、会社法第２条第 16 項に定める社外監査役であります。 
５．取締役川名洋平氏の戸籍上の氏名は本間洋平であります。 
６．所有株式に記載の株式は、すべて普通株式であります。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、迅速な意思決定を行うための組織体制の整備や経営の執行及び監督機能の充実を図り、適切な

情報の開示と説明責任の遂行に努めることにより、経営の公正性・透明性を確保し、これにより株主をは

じめとしたステークホルダーとの信頼関係を構築することが重要であると考えております。 
今後も、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。 

 
②会社の機関の内容 

イ．取締役会 
当社の取締役会は、４名の取締役で構成されております。 
取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、稟議規程、取締役会規程その他の当社諸規程等

の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。

なお、定例取締役会が毎月１回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項

を決定しております。 
取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取

締役の職務執行を監督しております。 
ロ．監査役 

当社は監査役制度を採用しており、社外監査役２名で構成されております。 
監査役は、監査役規程に基づき、取締役の業務執行状況を適正に監査しております。また、監査役は

取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べております。 
ハ．会計監査 

当社は、フェイス監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価

証券上場規程の特例」第 110条第５項の規定に基づき監査を受けております。なお 2025年３月期におい

て監査を執行した公認会計士は中川俊介氏、枝川哲也氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以

内であります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士３名であります。 
なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。 

 
③内部統制システムの整備の状況 

当社は、職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者

に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。 
 

④内部監査の状況 
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当社の内部監査は、内部監査規程に基づき、調整役の管理部部長のほか、開発部部長、制作・運営部部

長の３名が内部監査担当者となり、クロス監査を実施しています。内部監査担当者はそれぞれ対象の部門

に対して、会計及び業務の監査を行い、内部監査報告書及び改善指示書の作成した上で、代表取締役の承

認を経て、改善を指示し、被監査部門の部長は改善計画の進捗を報告書として代表取締役に提出しており

ます。 
また、内部監査担当、監査役及び監査法人が相互に連携し、密接な情報共有を通じて、実効性のある三

様監査を担保しております。 
 

⑤社外監査役の状況 
当社には、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはありま

せんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した

上で、選任を行っております。 
当社の社外監査役は２名を選任しており、経営に対する監視、監督機能を担っております。 
社外監査役重松輝彦氏、櫻澤巧大氏は、共に公認会計士の資格を有しているだけでなく、監査法人勤務

時代には上場企業監査業務の経験を有しており、当社社外監査役として必要・十分な知見と見識を有して

おります。 
なお、当社と重松輝彦氏が代表を務める自由が丘税理士法人との間には、同法人の Web サイトに関する

セキュリティ保守サービス（年間 35 千円、旧基本プラン）を契約しておりますが、一般取引価格と同条件

であり、それ以外に、当社との間において、人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係は

ありません。 
また、社外監査役櫻澤巧大氏は、当社の普通株式 800 株（持株比率 0.3%）を保有しておりますが、それ

以外に、当社との間にはおいて、人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係はありません。 
 
⑥リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行っております。また、

当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考と

するためのアドバイスを受ける体制をとっております。 
 

⑦役員報酬の内容 

役員区分 報酬等の総額 
（千円） 

報酬等の種類別の総額 
（千円） 対象となる 

役員の員数 
（人） 基本報酬 賞与 ストック 

オプション 
取締役（社外取締役を除く） 24,900 24,900 － － ４ 
監査役（社外監査役を除く） － － － － － 
社外役員 2,900 2,900 － － ２ 
 
⑧取締役及び監査役の定数 

当社の取締役は５名以内、監査役は３名以内とする旨を定款で定めております。 
 

⑨取締役の選任決議要件 
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めており

ます。 
 

⑩株主総会の特別決議要件 
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第 309 条第２項に定める株主総会の特別決議要件に

ついて、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。 
 

⑪自己の株式の取得 
当社は、会社法第 165 条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することが

できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能と
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するため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。 
 

⑫中間配当に関する事項 
当社は、会社法第 454 条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月 30 日を基準日として、

中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にす

るためであります。 
 

⑬取締役及び監査役の責任免除 
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法 426 条第

１項の規定により、任務を怠った取締役（取締役であったものを含む）及び監査役（監査役であったもの

を含む）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めてお

ります。 
 

⑭社外監査役との責任限定契約について 
当社は、当社社外監査役との間において、会社法第 427 条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定す

る契約を締結しておりません。 
 

⑮株式の保有状況 
該当事項はありません。 
 
 

（２）【監査報酬の内容等】 
①【監査法人に対する報酬の内容】 

区分 
最近事業年度 

監査証明業務に基づく報酬（千円） 非監査業務に基づく報酬（千円） 
発行者 4,655 － 

 
②【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 
 

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 
該当事項はありません。 
 

④【監査報酬の決定方針】 
当社の事業規模等を勘案して監査報酬額を決定しております。 
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第６【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 
（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59

号)に基づいて作成しております。 
（２）当社の財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」

第110条第６項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しております。 
２ 監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第 110 条第

５項の規定に基づき、当事業年度（2024 年４月１日から 2025 年３月 31 日まで）の財務諸表について、フ

ェイス監査法人により監査を受けております。 
３ 連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(2024 年３月 31 日) 
当事業年度 

(2025 年３月 31 日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 85,259 106,443 

売掛金 66,040 107,940 

仕掛品 2,762 1,623 

前払費用 6,036 5,880 

その他 647 578 

流動資産合計 160,746 222,466 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 13,369 12,737 

構築物（純額） 721 624 

車両運搬具（純額） 877 526 

工具、器具及び備品（純額） 42 2,189 

土地 8,700 8,700 

有形固定資産合計 ※1  23,710 ※1  24,778 

無形固定資産   

ソフトウエア 2,723 1,747 

ソフトウエア仮勘定 11,698 17,651 

無形固定資産合計 14,421 19,399 

投資その他の資産   

長期前払費用 28 192 

繰延税金資産 781 2,033 

その他 3,127 2,934 

投資その他の資産合計 3,937 5,160 

固定資産合計 42,069 49,337 

資産合計 202,816 271,804 
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(単位：千円) 

 
前事業年度 

(2024 年３月 31 日) 
当事業年度 

(2025 年３月 31 日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,598 25,129 

１年内返済予定の長期借入金 8,710 15,192 

未払金 12,599 9,652 

未払費用 8,628 11,117 

未払法人税等 1,655 6,350 

未払消費税等 4,276 7,250 

前受金 1,689 1,299 

預り金 1,879 2,230 

賞与引当金 2,000 2,000 

製品保証引当金 － 1,600 

流動負債合計 63,037 81,823 

固定負債   

長期借入金 46,620 81,428 

固定負債合計 46,620 81,428 

負債合計 109,657 163,251 

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,000 30,000 

資本剰余金   

その他資本剰余金 33,503 33,503 

資本剰余金合計 33,503 33,503 

利益剰余金   

利益準備金 5,000 5,000 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 29,978 45,372 

利益剰余金合計 34,978 50,372 

自己株式 △5,323 △5,323 

株主資本合計 93,158 108,552 

純資産合計 93,158 108,552 

負債純資産合計 202,816 271,804 
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②【損益計算書】 
 (単位：千円) 

 
    前事業年度 
 （自 2023 年４月１日 
  至 2024 年３月 31 日） 

    当事業年度 
 （自 2024 年４月１日 
  至 2025 年３月 31 日） 

売上高 ※1 311,399 ※1 311,610 

売上原価 234,097 215,058 

売上総利益 77,302 96,551 

販売費及び一般管理費 ※2 89,277 ※2 92,760 

営業利益又は営業損失（△） △11,974 3,791 

営業外収益   

受取利息 0 34 

助成金収入 4,860 4,315 

補助金収入 9,000 14,506 

解約返戻金 2,941 － 

その他 2,227 1,316 

営業外収益合計 19,029 20,172 

営業外費用   

支払利息 629 885 

その他 28 89 

営業外費用合計 658 974 

経常利益 6,396 22,989 

特別損失   

支払補償金 － ※3   1,300 

特別損失合計 － 1,300 

税引前当期純利益 6,396 21,689 

法人税、住民税及び事業税 2,295 7,546 

法人税等調整額 △94 △1,251 

法人税等合計 2,200 6,295 

当期純利益 4,195 15,394 
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【売上原価明細書】 
 

区分 
注記 
番号 

     前事業年度 
（自 2023 年４月１日 

   至 2024 年３月 31 日） 

     当事業年度 
（自 2024 年４月１日 

   至 2025 年３月 31 日） 

 
金額(千円) 

構成比 
(％) 

 
金額(千円) 

構成比 
(％) 

Ⅰ 労務費  103,512 44.0 109,341 51.5 

Ⅱ 経費 ※１ 131,740 56.0 102,978 48.5 

当期総製造費用  235,253 100.0 212,319 100.0 

期首仕掛品棚卸高  1,606  2,762  

合計  236,859  215,082  

期末仕掛品棚卸高  2,762  1,623  

合計  234,097  213,458  

製品保証引当金繰入額  －  1,600  

当期売上原価  234,097  215,058  
 

 
※１ 主な内訳は次のとおりです。 

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 

外注加工費 117,097  82,252  
支払手数料 3,327  4,503  
通信費 4,465  5,426  
地代家賃 3,186  6,631  
減価償却費 726  2,614  

 
２ 原価計算の方法 

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。 
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③【株主資本等変動計算書】 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 

（単位：千円） 

 

株主資本 

純資産 
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本

合計 その他資

本剰余金 
資本剰余

金合計 
利益 
準備金 

その他利

益剰余金 
利益剰余

金合計 
繰越利益

剰余金 

当期首残高 30,000 － － 5,000 25,782 30,782 － 60,782 60,782 

当期変動額          

自己株式の取得       △8,509 △8,509 △8,509 

自己株式の処分  33,503 33,503    3,185 36,689 36,689 

当期純利益     4,195 4,195  4,195 4,195 

当期変動額合計 － 33,503 33,503 － 4,195 4,195 △5,323 32,375 32,375 

当期末残高 30,000 33,503 33,503 5,000 29,978 34,978 △5,323 93,158 93,158 

 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
（単位：千円） 

 

株主資本 

純資産 
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本

合計 その他資

本剰余金 
資本剰余

金合計 
利益 
準備金 

その他利

益剰余金 
利益剰余

金合計 
繰越利益

剰余金 

当期首残高 30,000 33,503 33,503 5,000 29,978 34,978 △5,323 93,158 93,158 

当期変動額          

当期純利益     15,394 15,394  15,394 15,394 

当期変動額合計 － － － － 15,394 15,394 － 15,394 15,394 

当期末残高 30,000 33,503 33,503 5,000 45,372 50,372 △5,323 108,552 108,552 

 
  



38 

④【キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2023 年４月１日 
  至 2024 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 2024 年４月１日 
至 2025 年３月 31 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税引前当期純利益 6,396 21,689 
減価償却費 2,518 3,652 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △380 － 
製品保証引当金の増減額（△は減少） － 1,600 
受取利息 △0 △34 
支払利息 629 885 
助成金収入 △4,860 △4,315 
補助金収入 △9,000 △14,506 
支払補償金 － 1,300 
売上債権の増減額（△は増加） △11,943 △41,899 
棚卸資産の増減額（△は増加） △1,156 1,138 
仕入債務の増減額（△は減少） 7,185 3,531 
未払金の増減額（△は減少） 5,966 △3,530 
未払消費税等の増減額（△は減少） △2,844 2,973 
その他 1,578 2,512 
小計 △5,908 △25,003 
利息及び配当金の受取額 0 34 
利息の支払額 △629 △885 
補償金の支払額 － △1,300 
助成金の受取額 4,860 4,315 
補助金の受取額 9,000 14,506 
法人税等の支払額 △925 △2,851 
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,396 △11,184 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形固定資産の取得による支出 △6,630 △3,551 
無形固定資産の取得による支出 △8,217 △5,370 
敷金の差入による支出 △3,116 － 
投資活動によるキャッシュ・フロー △17,964 △8,921 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
長期借入れによる収入 56,000 50,000 
長期借入金の返済による支出 △36,653 △8,710  
自己株式の取得による支出 △8,509 － 
自己株式の処分による収入 36,689 － 
財務活動によるキャッシュ・フロー 47,527 41,290 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,959 21,184 
現金及び現金同等物の期首残高 49,300 85,259 
現金及び現金同等物の期末残高 ※ 85,259 ※ 106,443 



39 
 

【注記事項】 
 
（重要な会計方針） 

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法 
仕掛品 
個別法による原価法  
（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） 
 

２．固定資産の減価償却の方法 
有形固定資産 
定率法を採用しております。 
ただし、1998 年４月１日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに 2016 年４月 1 日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 
構築物 
車両運搬具 
工具器具及び備品 
 

22 年 
7～15 年 

5 年 
4 年 

無形固定資産 
定額法を採用しております。 
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいており

ます。 
 
３．引当金の計上基準 

貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 
賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。 
製品保証引当金 

製品納入後の補修費用の支出に備えるため、過去の実績率及び個別の発生見込額を基礎とした

見積額を計上しております。 
 

４．収益及び費用の計上基準 
 当社は、セキュアな Web 制作・保守事業を行っております。 
当社が行う事業の契約形態には、請負契約、準委任契約があります。 

 
（１）請負契約による受託開発 

請負契約における受託開発取引の主な履行義務は、Web サイト制作、Web システム開発、

CMS・サーバー構築業務となります。これらは作業の進捗に伴い顧客に成果が移転するため、

履行義務の進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。

進捗度の測定は、予想される見積総原価に対する、実際の発生原価の割合（インプット法）に基

づいて行っております。 
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間が

ごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に

履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 
 

（２）準委任契約 
準委任契約の主な履行義務は、Web サイト・CMS・サーバーのセキュリティ保守管理業務と

なります。これらは契約期間にわたり概ね一定の業務を提供するため、時間の経過に応じて履行

義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり顧客との契約おいて約束された

金額を収益として計上しております。 
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５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
 

 
（重要な会計上の見積り） 

繰延税金資産 
（１）当事業年度の財務諸表に計上した金額 

（単位：千円） 
 前事業年度 

（2024 年３月 31 日） 
当事業年度 

（2025 年３月 31 日） 
繰延税金資産 781 2,033 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 
予算及び中期経営計画により見積もられた将来の課税所得に基づき、繰延税金資産を計上しており

ます。予算及び中期経営計画は、一定の仮定を置いて策定しておりますが、課税所得が生じる時期及

び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があります。実際に生じた時

期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響

を与える可能性があります。 
 
（未適用の会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024 年９月 13 日 企業会計基準委員会） 
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 33 号 2024 年９月 13 日 企業

会計基準委員会）等 
 

（１）概要 
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、

借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際

的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS 第 16 号の単一の会計処理モデル

を基礎とするものの、IFRS 第 16 号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入

れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS 第 16 号の定めを個別財務諸表に用いても、基本

的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。 
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS 第 16 号と同様に、リー

スがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリース

について使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モ

デルが適用されます。 
 
（２）適用予定日 

2028 年３月期の期首から適用します。 
 
（３）当該会計基準等の適用による影響 

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中

であります。 
 
 

（貸借対照表関係） 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  前事業年度 
（2024 年３月 31 日） 

当事業年度 
（2025 年３月 31 日） 

有形固定資産の減価償却累計額 7,098 千円 9,582 千円 
 

２ 当座貸越契約 
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 
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  前事業年度 
（2024 年３月 31 日） 

当事業年度 
（2025 年３月 31 日） 

当座貸越極度額 50,900 千円 100,000 千円 
借入実行残高 － － 

差引額 50,900 100,000 
 

（損益計算書関係） 
※１ 顧客との契約から生じる収益 

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しており

ません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客

との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。 
 
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 2023 年４月１日 
至 2024 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 2024 年４月１日 
 至 2025 年３月 31 日） 

役員報酬 22,140 千円 27,800 千円 
給料手当 15,673 17,445 
賞与引当金繰入額 210 372 
法定福利費 5,452 6,624 
地代家賃 2,878 2,141 
支払手数料 8,126 14,386 
広告宣伝費 2,602 4,124 
   
おおよその割合   

販売費 
一般管理費 

2.9% 
97.1% 

4.4% 
95.6% 

 
※３ 支払補償金はシステム障害に係る補償金の支払いとなっております。 

 
（株主資本等変動計算書関係） 
前事業年度（自 2023 年４月１日  至 2024 年３月 31 日） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 当事業年度 
期首株式数(株) 

当事業年度 
増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末 
株式数(株) 

発行済株式     
普通株式（注）２ 1,050 183 ― 1,436 
A 種優先株式（注）２、３ 400 ― 386 14 

合計 1,450 386 386 1,450 
自己株式     
普通株式（注）４、５ ― 203 76 127 
A 種優先株式（注）３、４ ― 203 203 ― 

 ― 406 406 127 
（注）１．2025 年６月 28 日付で普通株式１株を 200 株に分割しておりますが、上記所有株式数は株式分割前の

株式数で記載しております。 
２．普通株式発行済株式総数の増加及び A 種優先株式の発行済株式総数の減少のうち 183 株は、関係株主

の同意による A 種優先株式から普通株式への種類変更によるものであります。 
３．A 種優先株式の発行済株式総数の減少及び A 種優先株式の自己株式の株式数の増加 203 株は、株主総

会決議に基づく自己株式の取得によるものであります。 
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４．普通株式の自己株式の株式数の増加及び A 種優先株式の自己株式の株式数の減少 203 株は、関係株主

の同意による A 種優先株式から普通株式への種類変更によるものであります。 
５．普通株式の自己株式の株式数の減少は、株主総会決議に基づく自己株式の処分によるものであります。 

 
２．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 当事業年度 
期首株式数(株) 

当事業年度 
増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末 
株式数(株) 

発行済株式     
普通株式 1,436 ― ― 1,436 
A 種優先株式 14 ― ― 14 

合計 1,450 ― ― 1,450 
発行済株式     
普通株式 127 ― ― 127 

合計 127 ― ― 127 
（注）2025 年６月 28 日付で普通株式１株を 200 株に分割しておりますが、上記所有株式数は株式分割前の株式

数で記載しております。 
 
２．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。 

 
前事業年度 

(自 2023 年４月１日 
 至 2024 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 2024 年４月１日 

 至 2025 年３月 31 日) 
現金及び預金勘定 85,259 千円 106,443 千円 
現金及び現金同等物 85,259 106,443 

 
（リース取引関係） 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 
（金融商品関係） 
１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融

機関からの借入及び新株発行による方針であります。また、デリバティブ取引に関しては行わない

方針であります。 
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(２)金融商品の内容及びそのリスク 
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。 
営業債務である買掛金等は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。 

 
(３)金融商品に係るリスク管理体制 
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権は売掛金等については、経常的に発生しており、担当者が、所定の手続きに従い、債

権回収の状況を定期的にモニタリングを行い、支払遅延の早期把握や回収リスクの軽減を図って

おります。 
特に金額等の重要性が高い取引については、取締役会において、取引実行の決定や回収状況の

報告などを行います。 
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

該当事項はありません。 
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

買掛金及び未払金については月次単位での支払予定を把握するとともに、手元流動性の維持な

どにより流動性リスクを管理しております。 
 
(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。 
 

２．金融商品の時価等に関する事項 
前事業年度（2024 年３月 31 日） 

 貸借対照表計上額 
(千円) 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 55,330 54,997 △332 

負債計 55,330 54,997 △332 
※ 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、現金

であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお

ります。 
 
当事業年度（2025 年３月 31 日） 

 貸借対照表計上額 
(千円) 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 96,620 95,904 △715 

負債計 96,620 95,904 △715 
※ 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、現金

であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお

ります。 
 

 
（注）１．金銭債権の決算日後の償還予定額 

前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 

 １年以内 
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10 年以内 
（千円） 

10 年超 
（千円） 

現金及び預金 85,259 － － － 

売掛金 66,040 － － － 

合計 151,300 － － － 
 
当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
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 １年以内 
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10 年以内 
（千円） 

10 年超 
（千円） 

現金及び預金 106,443 － － － 

売掛金 107,940 － － － 

合計 214,384 － － － 
 
 

（注）２．長期借入金の決算日後の返済予定額 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 

 １年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 8,710 8,040 8,040 8,040 8,040 14,460 

合計 8,710 8,040 8,040 8,040 8,040 14,460 
 
当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 

 １年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 15,192 15,192 15,192 15,192 15,192 20,660 

合計 15,192 15,192 15,192 15,192 15,192 20,660 
 
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 
 

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品 
前事業年度（2024 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 

当事業年度（2025 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 
 

(２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 
前事業年度（2024 年３月 31 日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 
長期借入金（１年内返済予定を含む） － 54,997 － 54,997 

合計 － 54,997 － 54,997 
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当事業年度（2025 年３月 31 日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 
長期借入金（１年内返済予定を含む） － 95,904 － 95,904 

合計 － 95,904 － 95,904 
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 
長期借入金（１年内返済予定を含む）の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加

味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 
 

（有価証券関係） 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
（退職給付関係） 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
（ストック・オプション等関係） 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前事業年度 
（2024 年３月 31 日） 

 
 

当事業年度 
（2025 年３月 31 日） 

繰延税金資産     
未払事業税 293 千円  643 千円 
賞与引当金 671  671 
法定福利費 94  100 
敷金償却額 16  80 
製品保証引当金 －  537 

繰延税金資産小計 1,075  2,033 
評価性引当額 △293  － 

繰延税金資産合計 781   2,033 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目 

 前事業年度 
（2024 年３月 31 日） 

当事業年度 
（2025 年３月 31 日） 

法定実効税率 法定実効税率と税効果

会計適用後の法人税等

の負担率との間の差異

が法定実効税率の 100
分の 5 以下であるため

注記を省略しておりま

す。 

33.9％ 
調整  
中小企業等の軽減税率 △3.0 
特別控除額 △4.4 
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4 
その他 1.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  29.0 
 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 13 号）が 2025 年３月 31 日に国会で成

立し、2026 年４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることにな

りました。 
これに伴い、2026 年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る

繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を 33.9％から 34.7％に変更し計算して

おります。 
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。 
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（収益認識関係） 
1． 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当社は、セキュアな Web 制作・保守事業を提供しております。 
（単位：千円） 

 

セキュアな Web 制作・保守事業 

前事業年度 
(自 2023 年４月１日 

 至 2024 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 2024 年４月１日 

 至 2025 年３月 31 日) 
開発部担当 172,906 97,205 

制作・運営部担当 136,796 210,749 

その他 1,695 3,655 

顧客との契約から生じる収益 311,399 311,610 

その他の収益 － － 

外部顧客への売上高 311,399 311,610 
 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 
「【注記事項】（重要な会計方針）４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の

金額及び時期に関する情報 
 

当社はセキュアな Web 制作・保守事業の単一セグメントであり、収益およびキャッシュ・フロ

ーの性質、計上時期等に関する重要な相違はありません。 
 

 （契約資産及び契約負債の残高等） 

 前事業年度 
（2024 年３月 31 日） 

当事業年度 
（2025 年３月 31 日） 

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 54,096 66,040 

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 66,040 107,940 
 

（残存履行義務に配分した取引価格） 
当社では、当初に予定される顧客との契約期間が１年を超える重要な取引がないため、記載を

省略しております。 
また、顧客との契約から生じる対価に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。 

 
（持分法損益等） 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
（企業結合等関係） 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
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当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

（資産除去債務関係） 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 
当社は、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務と

して認識しております。 
 なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷

金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額

を費用に計上する方法によっております。 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
当社は、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務と

して認識しております。 
 なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷

金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額

を費用に計上する方法によっております。 
 

（賃貸等不動産関係） 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
該当事項はありません。 
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（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 

当社の事業セグメントは、セキュアな Web 制作・保守事業の単一セグメントであるため、記載を

省略しております。 
 

【関連情報】 
前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 
１．製品及びサービスごとの情報 

当社の事業セグメントは、セキュアな Web 制作・保守事業の単一セグメントであるため、記載

を省略しております。 
 

２．地域ごとの情報 
(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 
 
(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超える

ため、記載を省略しております。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 

株式会社リライフ 49,572 

※当社は、セキュアな Web 制作・保守事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を

省略しております。 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
１．製品及びサービスごとの情報 

当社の事業セグメントは、セキュアな Web 制作・保守事業の単一セグメントであるため、記載

を省略しております。 
 

２．地域ごとの情報 
(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の 90％を超えるため、記載を省略しており

ます。 
 

(２)有形固定資産 
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 

株式会社リライフ 57,109 

※当社は、セキュアな Web 制作・保守事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を

省略しております。 
 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 
該当事項はありません。 

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。 
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 
該当事項はありません。 

 
【関連当事者情報】 

前事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日） 
１．関連当事者との取引 

該当事項はありません。 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 
１．関連当事者との取引 

該当事項はありません。 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 
 

(１株当たり情報) 
 前事業年度 

（自 2023 年４月１日 
  至 2024 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 2024 年４月１日 

  至 2025 年３月 31 日） 
1 株当たり純資産額 350 円 75 銭 408 円 93 銭 
1 株当たり当期純利益 15 円 95 銭 58 円 18 銭 

（注）１．当社は 2025 年６月 13 日開催の当社取締役会の決議に基づき、2025 年６月 28 日付で普通株式１株につき

200株の株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資

産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。 
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前事業年度 

(自 2023 年４月１日 
  至 2024 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 2024 年４月１日 

  至 2025 年３月 31 日) 
当期純利益(千円) 4,195 15,394 
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,195 15,394 
期中平均株式数(株) 262,947 264,600 
希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に含めなかった潜在株式の

概要 
― ― 

 
（重要な後発事象） 

１．株式分割及び単元株制度の採用について 
2025 年６月 13 日開催の取締役会の決議に基づき、2025 年６月 28 日付で、以下のとおり株式分割

を行っております。また、同日付をもって単元株制度導入に伴う定款変更を行い、単元株式数を 100
株とする単元株制度を採用しております。 

(１)株式分割及び単元株制度導入の目的 
株式単位当たりの金額の引下げを行うことで株式の流動性を高めることを目的として株式分割を実

施するとともに、１単元を 100 株とする単元制度の採用を行います。 
(２)株式分割の概要 
①分割の方法 

2025 年６月 27 日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式１株につき 200
株の割合をもって分割いたしました。 

②株式分割による増加株式数 
普通株式       288,550 株 

③株式分割後の発行済株式総数 
普通株式       290,000 株 
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④株式分割後の発行可能株式総数 
普通株式   1,160,000 株 

⑤株式分割の効力発生日 
2025 年６月 28 日 
なお、「１株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出して

おり、これによる影響については、当該箇所に記載しております。 
(３)単元株制度の採用 
 普通株式の単元株式数を 100 株といたしました。 
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⑤【附属明細表】 
 
【有価証券明細表】 
該当事項はありません。 
 
【有形固定資産等明細表】 

資産の 
種類 

当期首残

高 
(千円) 

当期増加

額 
(千円) 

当期減少

額 
(千円) 

当期末残

高 
(千円) 

当期末減

価 
償却累計

額 
又は償却

累 
計額 

(千円) 

当期償却

額 
(千円) 

差引当期

末 
残高 

(千円) 

有形固定資産 
建物 
構築物 
車両運搬具 
工具、器具及び備品 
土地 

 
14,829 
1,122 
2,880 
3,277 
8,700 

 
202 
― 
― 

3,348 
― 

 
― 
― 
― 
― 
― 

 
15,031 
1,122 
2,880 
6,626 
8,700 

 
2,294 

497 
2,354 
4,436 

― 

 
834 
97 

350 
1,201 

― 

 
12,737 

624 
526 

2,189 
8,700 

有形固定資産計 30,809 3,551 ― 34,360 9,582 2,483 24,778 
無形固定資産 
ソフトウエア 
ソフトウエア仮勘定 

 
4,881 

11,698 

 
― 

5,953 

 
― 
― 

 
4,881 

17,651 

 
3,133 

― 

 
976 
― 

 
1,747 

17,651 

無形固定資産合計 16,579 5,953 ― 22,532 3,133 976 19,399 

長期前払費用 28 178 － 206 14 14 192 
 
 
【社債明細表】 
該当事項はありません。 
 
 
【借入金等明細表】 

区分 当期首残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 返済期限 

１年以内に返済予定

の長期借入金 8,710 15,192 1.50 
 2025 年４月～ 

2031 年１月 
長期借入金 
(１年以内に返済予定

のものを除く) 
46,620 81,428 1.50 

 2025 年４月

～ 
2032 年３月 

合計 55,330 96,620 ― ― 

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の決算日後５年間の返済予定額は以下の通りであります。 
 

区分 １年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内 
(千円) 

３年超４年以内 
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 15,192 15,192 15,192 15,192 
 



53 
 

 
 
【引当金明細表】 

区分 当期首残高 
(千円) 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 

（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

賞与引当金 2,000 2,000 2,000 ― 2,000 

製品保証引当金 ― 1,600 ― ― 1,600 

合計 2,000 3,600 2,000 ― 3,600 
 
【資産除去債務明細表】 
該当事項はありません。 
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（２）【主な資産及び負債の内容】 
１ 流動資産 
 
①現金及び預金 

区分 金額(千円) 

現金 ― 

預金  

普通預金 106,443 

小計 106,443 

合計 106,443 
 

 
②売掛金  

相手先 金額(千円) 

ＴＰＭ株式会社 10,006 

株式会社京急アドエンタープライズ 9,901 

ネイス株式会社 6,914 

株式会社リライフ 6,883 

株式会社 DI Palette 6,778 

その他 67,457 

合計 107,940 
 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況   
  

当期首残高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 

 

(C) × 
1
0
0 

(A)＋(B)      

 
(A)＋
(D) 
２ 
(B) 

365  
66,040 344,700 302,800 107,940 73.7 92.1 

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。 
 
 

③仕掛品  
区分 金額(千円) 

制作案件労務費その他経費 1,623 

合計 1,623 
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④ソフトウエア仮勘定  
区分 金額(千円) 

制作外注費 17,651 

合計 17,651 
 
 
２ 負債 
①買掛金 

相手先 金額(千円) 

株式会社ナナイロ 7,675 

株式会社ウエブル 7,394 

サウスウォーク株式会社 5,902 

株式会社ｉｔｏｑ 1,183 

ＡＲＣＨＩＰＥＬＡＧＯ株式会社 1,109 

その他 1,863 

合計 25,129 
 
 
（３）【その他】 

該当事項はありません。 
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第７【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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第８【発行者の株式事務の概要】 

事業年度 毎年４月１日から翌年３月 31 日まで 
定時株主総会 毎事業年度終了後３か月以内  
基準日 ３月 31 日 
株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 
毎年９月 30 日 
毎年３月 31 日 

１単元の株式数 100 株 
株式の名義書換え（注）１ 

 
取扱場所 
 
株主名簿管理人 
 
取次所 
 
名義書換手数料 
 
新券交付手数料 
 

 
 
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 株式会社 SMBC 信託銀行 
 
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 株式会社 SMBC 信託銀行 
 
― 
 
無料 
 
― 
 

単元未満株式の買取り 
 
取扱場所 
 
株主名簿管理人 
 
取次所 
 
買取手数料 
 

 
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 株式会社 SMBC 信託銀行 
 
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 株式会社 SMBC 信託銀行 
 
― 
 
無料 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電

子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載す

る。 
公告掲載 URL https://tane-creative.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 
（注）１．当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第 128 条第１項に

規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。 
２．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手

数料相当額として別途定める金額」に変更されます。 
３．当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない

旨を定款に定めております。 
会社法第 189 条第２項各号に掲げる権利 
会社法第 166 条第１項の規定による請求をする権利 
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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第二部【特別情報】 

 
第１【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 
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第三部【株式公開情報】 

 
第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】 

移 動 
年月日 

移動前 
所有者の 
氏名 

又は名称 

移動前 
所有者

の 
住所 

移動前 
所有者の 
発行者と

の関係等 

移動後 
所有者の 

氏名 
又は名称 

移動後 
所有者

の 
住所 

移動後 
所有者の 
発行者と 
の関係等 

移動 
株数 
(株) 

価格 
(単価)
（円） 

移動理

由 

2023
年７月

31 日 
金子佳史 新潟県

佐渡市 

特別利害

関係者等

（当社取

締役、大

株主上位

10 名） 

榎崇斗 東京都

品川区 

特別利害

関係者等

（当社代

表取締

役、大株

主上位

10 名） 

189 
5,670,000 
(30,000）

（注）３． 

資本政

策の一

環 

2023
年７月

31 日 

創発の蒼

1 号投資

事業有限

責任組合 
代表取締

役社長 

鎌田恭幸 

神奈川

県鎌倉

市雪ノ

下４－

５－９ 

特別利害

関係者等

（大株主

上位 10
名） 

榎崇斗 東京都

品川区 

特別利害

関係者等

（当社代

表取締

役、大株

主上位

10 名） 

145 
(注)6 

6,078,255 
(41,919)  
（注）３． 

資本政

策の一

環 

2023
年７月

31 日 

創発の蒼

1 号投資

事業有限

責任組合 
代表取締

役社長 

鎌田恭幸 

神奈川

県鎌倉

市雪ノ

下４－

５－９ 

特別利害

関係者等

（大株主

上位 10
名） 

榎珠縁 東京都

品川区 

特別利害

関係者等

（当社取

締役の配

偶者） 

38 
(注)6 

1,592,922 
(41,919)  
（注）３． 

資本政

策の一

環 

2023
年７月

31 日 

創発の蒼

1 号投資

事業有限

責任組合 
代表取締

役社長 

鎌田恭幸 

神奈川

県鎌倉

市雪ノ

下４－

５－９ 

特別利害

関係者等

（大株主

上位 10
名） 

ｔａｎｅ 

ＣＲＥＡ

ＴＩＶＥ

株式会社 

新潟県

佐渡市

中興乙

1427 

提出会社 203 
(注)6 

8,509,557 
(41,919) 
 （注）３． 

資本政

策の一

環 

2024
年 3 月

1 日 
榎崇斗 東京都

品川区 

特別利害

関係者等

（当社代

表取締

役、大株

主上位 10
名） 

榎崇斗 東京都

品川区 

特別利害

関係者等

（当社代

表取締

役、大株

主上位

10 名） 

145 
(注)7 

― 
(―) 

A 種優

先株式

から普

通株式

への種

類変更 

2024
年 3 月

1 日 
榎珠縁 東京都

品川区 

特別利害

関係者等

（当社取

締役の配

偶者） 

榎珠縁 東京都

品川区 

特別利害

関係者等

（当社取

締役の配

偶者） 

38 
(注)7 

― 
(―) 

A 種優

先株式

から普

通株式

への種

類変更 

2024
年 3 月

1 日 

ｔａｎｅ 

ＣＲＥＡ

ＴＩＶＥ

株式会社 

新潟県

佐渡市

中興乙

1427 

提出会社 

ｔａｎｅ 

ＣＲＥＡ

ＴＩＶＥ

株式会社 

新潟県

佐渡市

中興乙

1427 

提出会社 203 
(注)7 

― 
(―) 

A 種優

先株式

から普

通株式

への種
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類変更 

2024
年３月

29 日 

ｔａｎｅ 

ＣＲＥＡ

ＴＩＶＥ

株式会社 

新潟県

佐渡市

中興乙

1427 

提出会社 

地方創生

新潟 2 号

投資事業

有限責任

組合 

新潟県

新潟市

中央区

天神 1-1 

― 43 
20,758,637 
(482,759) 

（注）４． 

第三者

割当増

資によ

る資金

調達の

ため 

2024
年３月

29 日 

ｔａｎｅ 

ＣＲＥＡ

ＴＩＶＥ

株式会社 

新潟県

佐渡市

中興乙

1427 

提出会社 
オープン

グループ

株式会社 

東京都

港区西

新橋 3-
3-1  

― 29 
14,000,011  
(482,759) 

（注）４． 

第三者

割当増

資によ

る資金

調達の

ため 

2024
年３月

29 日 

ｔａｎｅ 

ＣＲＥＡ

ＴＩＶＥ

株式会社 

新潟県

佐渡市

中興乙

1427 

提出会社 櫻澤巧大 東京都

大田区 

特別利害

関係者等

（当社監

査役） 

4 
1,931,036 
(482,759) 

（注）４． 

経営参

画意識

の向上

のため 
（注）１．当社は、TOKYO PRO Market への上場を予定しております。株式会社東京証券取引所が定める特定上場有

価証券に関する有価証券上場規程の特例第 115 条及び同規程施行規則第 106 条の規定において、当社は上場

日から５年間、新規上場申請日の直前事業年度（上場日が属する事業年度の前事業年度をいい、当該上場日

が決算期日の翌日から定時株主総会までの間に当たる場合には、上場日が属する事業年度の前々事業年度を

いう）の末日（2025 年３月 31 日）から起算して２年前（2023 年４月１日）から上場日の前日までの期間に

おいて、特別利害関係者等が当社の発行する株式若しくは新株予約権の譲受け若しくは譲渡（上場前の募集、

売出し、特定投資家向け取得勧誘及び特定投資家向け売付け勧誘等を除き、新株予約権の行使を含む）を行

っている場合には、それらの状況に係る記載内容についての記録を保存するものとされております。 
２．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。 

(１)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という）、役員等に

より総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びそ

の役員 
(２)当社の大株主上位 10 名 
(３)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員 
(４)金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）及びその

役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社 
３．移動価格は、当事者間での協議の上決定した価格であります。 
４．移動価格は、ディスカウント・キャッシュフロー方式を参考として、当事者間での協議の上決定した価格で

あります。 
５．2025 年６月 13 日開催の取締役会決議により、2025 年６月 28 日付で普通株式１株を 200 株に分割しており

ますが、上記移動株数及び単価は株式分割前の移動株数及び単価で記載しております。 
６．A 種優先株式の移動となっております。 
７．2024 年３月１日に関係株主の同意を得た上で A 種優先株式から普通株式への種類変更を行っております。

これにより、同日付で A 種優先株式 386 株は普通株式となっております。 
 

 
 
 
第２【第三者割当等の概況】 

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】 

該当事項はありません。 

 
２【取得者の概況】 

該当事項はありません。 

 

３【取得者の株式等の移動状況】 

該当事項はありません。  
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第３【株主の状況】 

氏名又は名称 住所 所有株式数 
（株） 

株式（自己株
式を除く。）
の総数に対す
る所有株式数
の割合（％） 

榎 崇斗 （注）１．２． 東京都品川区 192,000 72.56 
榎 珠縁（注）２．４. 東京都品川区 17,600 6.65 
金子 佳史（注）２．３. 新潟県佐渡市 14,000 5.29 
廣瀬 俊三（注）２． 新潟県佐渡市 10,000 3.78 
地方創生新潟２号投資事業有限責任組合

（注）２． 
新型県新潟市中央区天神１－

１ 8,600 3.25 

荒木 幸男（注）２． 東京都新宿区 8,000 3.02 
オープングループ株式会社（注）２． 東京都港区西新橋３－３－１ 5,800 2.19 
金子 光吉（注）２．５. 新潟県佐渡市 5,000 1.89 
創発の蒼１号投資事業有限責任組合

（注）２． 
神奈川県鎌倉市雪ノ下４－５

－９ 2,800 1.06 

櫻澤 巧大（注）２．６． 東京都大田区 800 0.30 

計 ― 264,600 100.00 

（注）１．特別利害関係者等（当社の代表取締役社長） 
２．特別利害関係者等（大株主上位 10 名） 
３．特別利害関係者等（当社の取締役） 
４．特別利害関係者等（当社取締役の配偶者） 
５．特別利害関係者等（当社取締役の二親等内の血族） 
６.   特別利害関係者等（当社の監査役） 
７．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 
 


